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Ⅵ 調査企業からのコメント 
 

 

＜国内景気・自社業況＞ 

・地方百貨店の閉店などによる売上減を、人件費や経費の削減でどう

カバーし利益向上につなげるかが、大きな課題。（食料品製造） 

・国内の売上不振が深刻である。（化学・ゴム） 

・マーケティング力不足や新規商材による新規顧客獲得が進まず、売

れる仕組みづくりの体制がなかなか構築できない。（機械金属卸） 

・前年に比べて受注高が、かなり減少している。（建設業） 

・退職従業員の補填が困難である。（運輸・倉庫業） 

・国内旅行客の減少が顕著になってきている。（旅館・ホテル） 

・最低賃金の上昇により業況が圧迫されつつある。（その他サービス業） 

・労働環境改革関連の費用の増大が経営の負担。（情報・事業） 

 

 

＜消費税増税＞ 

・軽減税率対応レジの準備や表示ラベルの改定など、増税対応経費に 

かかる問題が多すぎる。（食料品製造） 

・インボイス制度については、当面事務処理が煩雑になることが懸念。 

                         （食料品製造） 

・景気の悪化に加えて、消費税増税による売上不振が深刻である。 

（繊維製造） 

・増税前の駆け込み需要が多少は見込める。（化学・ゴム） 

・駆け込み注文が増えていきている。（窯業・土石） 

・消費税増税による駆け込み需要がある一方で、反動減も予測した対 

応が必要。このままでは、景気の低迷を招く恐れもあり、今後の対応

が重要。（精密機械製造） 

 

 

・増税ではなく、減税を行うべき。（木材・木製品製造） 

・消費税の軽減税率のシステム変更に伴う費用の発生や、運用面でも 

軽減税率対応で細かい作業が新たに発生する可能性があり、負担と 

なる。（食料品卸） 

・軽減税率対応のためのシステム変更の費用が予想外に発生したこと 

 と、追加分の費用は補助金が受けられず、混乱を来たしている。 

（食料品卸） 

・増税前の駆け込み需要がどの程度見込めるのか不明。（機械金属卸） 

・増税による景気の落ち込みが不安。（建設業） 

・前回の消費税増税の時ほどの駆け込み需要が見受けられない。日常

生活品は軽減税率対応のため、実感を伴わない。（小売業） 

・軽減税率導入により、現場では手間と混乱が増えている。（小売業） 

・最低賃金の引上げに伴う人件費の高騰に加え、消費税増税対応でも

費用が発生することが負担となっている。（旅館・ホテル） 

 

 

＜米中貿易摩擦問題などについて＞ 

・アメリカや中国の動向により、景気が左右される。（建設業） 

・米中貿易摩擦や英国ＥＵ離脱問題などにより。先行きが不透明。 

（電気機械製造） 

・日韓問題や米中問題による影響が不安。（電気機械製造） 

・半導体市場の先行きが不透明。（精密機械製造） 

・諸外国との問題が今後の日本経済にどのような影響を与えるかが、 

 気がかりである。（建設業） 

・韓国人観光客の減少。（不動産業） 

９ 



 

急ピッチで準備が進められているものの、２割以上の企業が準備未着手 

 

■ 軽減税率の準備状況について 
〇 軽減税率の対応に着手している企業は、「準備完了」１９．１％、 

「準備中」４９．２％、合計で６８．３％と、昨年１１月に行 

った調査結果２５．３％と比較すると４３ポイント増加と大き
く準備状況は進んだ。一方、「準備未着手」と回答した企業が、
２２．７％（前回 ６２．６％）と、８月の調査時点で２割以上
もの企業が依然として未着手のままという状況。 

〇 「準備未着手」回答企業を規模別で見ると、大企業では１１．９％ 
（前回５０．９％）、中小企業では２７．７％（前回６７．８％） 

と、前回の結果と同様、中小企業で高い結果となった。 

〇「その他」を選択した企業は８．９％で、その他を選択した理由 
として、軽減税率が自社には全て関係ないと考えているところが 

多かった。 

 

■ 消費税増税を機に行う事柄について 
〇 最も多かった回答の第１位は会計システムの見直し（６６．

３％）、第２位は販売管理システムの見直し（４１．３％）、第
３位は受発注システムの見直し（３６．６％）と、既存のシス
テムの変更を行う企業の割合が多い。 

〇 一方で、国等が積極的にＰＲし補助金等で導入を支援している、 

キャッシュレス端末導入（１０％）や複数税率対応レジの導入 

（１１．１％）の割合が、それほど高くない結果となったが、 

業種によりばらつきがある。 

【調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯調査 

Ⅶ 消費税率引き上げ・軽減税率制度への対応につい

て 

１０ 

調査内容：軽減税率の準備状況、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への認識状況  

調査対象：京都府内に本社・本店を有する企業 561社、 回答企業数：３９４社（回答率７０．２％） 

調査方法：郵送によるアンケート方式（第 189回経営経済動向調査の一部として実施） 

 



 

■ インボイス制度の認知度について 

〇 ２０２３年１０月から開始予定のインボイス制度(適格請求書
等保存方式)について、「内容を理解している」と回答した企業
は３４．５％、「理解していない」「知らない」と回答した企業
は６５．５％となり、７割近くの多くの企業で理解されていな
いことが分かった。 

○ 規模別では、「理解している」と回答した大企業の割合は４６．
７％と、半数近くを占めていたことに対し、中小企業では、２
９．２％と、制度の浸透度合に差が出る結果となった。 

 

【調査結果】 

 

＜インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは＞ 

2023 年 10 月 1 日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除

の方式として、適格請求書等保存方式が導入予定。適格請求書等保

存方式の下では、税務署長に申請し登録を受けた課税業者である「適

格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税

額控除の要件となる。（国税庁ＨＰより抜粋） 

 

 

■ インボイス制度の準備状況について 

〇 インボイス制度に対する準備について、「準備が完了している」
８．２％、「導入に向け情報収集を行っている」２４．２％、「専
門家に相談し準備を進めている」１０．５％と、４２．９％が
着手している。一方で、「準備が必要かどうか分からない」３３．
９％、「準備が必要と思われるが何から取り組むべきか分から
ない」８．２％、「具体的な準備には取りかかっていない」１５．
０％と、回答した企業の５７．１％が準備に未着手であること
が分かった。 

  〇 規模別でみると、大企業では「準備未着手」の割合が３６．８％

であったのに対し、中小企業が６４．６％と、中小企業での認

知度が低い状況となった。 

○ 大企業・中小企業を問わず、インボイス制度の内容や企業の対

応の必要性について、一層の周知活動が必要である。 

 

【調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解していない ６５．５％ 理解している ３４．５％ 

１１ 

準備未着手 ５７．１％ 準備開始・完了 ４２．９％ 



 

 

 

 

巻末資料 
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調査対象業種の主要製・商品（営業内容） 

１３ 






























